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【
24

】
乍
恐
以
始
末
書
奉
申
上
候
（
国
定
村
無
宿
忠
次
郎
・
三
ツ
木
村

無
宿
文
蔵
、
島
村
伊
三
郎
殺
害
一
件
始
末
申
上
書
、
天
保
五
年
七
月
） 

（
伊
勢
崎
市
境
東
「
福
島
英
一
家
文
書
」
Ｐ
〇
一
一
〇
・
№
一
四
一
七
） 

 

《
釈 

文
》 

   
 

乍
恐
以
始
末
書
奉
申
上
候 

 

御
領
分
上
州
新
田
郡
境
村
名
主
源
次
郎
、 

 

奉
申
上
候
、
當
月
二
日
夜
、
當
村
地
内
ニ
手 

 

負
人
相
倒
罷
在
、
其
段
御
訴
奉
申
上
候
処
、 

 

始
末
御
尋
ニ
御
座
候 

 

此
段
當
村
字
高
岡
前
与
唱
候
山
地
、
前
々
よ
り 

  

酒
井
市
郎
右
衛
門
様
御
知
行
所
同
郡
高
岡
村 

 

与
頭
藤
七
所
持
之
地
所
ニ
御
座
候
処
、
當
三
日
之 

 

朝
、
山
主
藤
七
儀
、
地
所
見
廻
り
候
処
、
立
木 

 

生
茂
り
候
内
ニ
手
負
人
相
倒
居
候
旨
、 

 
同
人
よ
り
當
村
役
人
共
方
江
為
知
参
り
驚
入
、 

 

不
取
敢
、
其
場
江
罷
越
、
一
同
立
会
、
得
与 
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面
躰
見
届
ヶ
、
疵
所
相
改
候
処
、
肩
先
よ
り 

 

背
江
掛
ヶ
壱
尺
七
・
八
寸
程
、
腰
之
廻
り
ニ
弐
・
三
寸 

 

程
之
疵
五
ヶ
所
程
有
之
、
何
レ
茂
深
手
ニ
而 

 

子
細
相
尋
候
得
共
、
更
ニ
請
答
無
之
、
九
死 

 

一
生
之
躰
ニ
有
之
、
身
元
取
調
候
処
、
前
書 

 

藤
七
、
兼
而
見
知
り
候
も
の
ニ
而
、
山
本
大
膳
様 

  

御
代
官
所
同
州
佐
位
郡
島
村
伊
三
郎 

 

之
由
申
ニ
付
、
早
速
先
方
江
為
知
遣
し
候
處
、 

 

同
人
親
類
松
之
助
・
次
郎
八
与
申
も
の
両
人 

 

罷
越
候
間
、
手
負
人
見
分
為
致
、
御
検 

 
使
可
奉
願
旨
申
談
候
処
、
左
候
而
ハ
却
而 

 

迷
惑
い
た
し
候
間
、
已
後
何
様
之
儀
出
来 
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い
た
し
候
共
、
當
村
江
聊
難
儀
掛
ヶ
申
間
敷
候
間
、 

 

達
而
引
渡
呉
候
様
申
ニ
付
、
無
是
非
右 

 

次
第
一
札
取
置
、
引
渡
遣
し
候
儀
御
座
候
処
、 

 

其
後
風
聞
承
り
候
得
者
、
無
程
相
果
候 

 

趣
ニ
有
之
、
然
處
當
十
三
日
ニ
至
り
、
関
東 

 

御
取
締
御
出
役
様
方
よ
り
御
使
之
由 

  

申
之
、
木
崎
宿
問
屋
軍
蔵
外
弐
人 

 

罷
越
申
聞
候
者
、
右
伊
三
郎
殺
害
致
候 

 

も
の
共
者
、
新
田
郡
国
定
村
無
宿
忠
次
郎
・ 

 

同
郡
三
ツ
木
村
無
宿
文
蔵
、
外
ニ
同
類
八
人 

 

程
有
之
、
右
之
も
の
共
儀
、
万
一
當
村
江 

 
立
廻
り
候
義
も
有
之
候
ハ
ヽ
搦
捕
、
御
出
役 
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先
江
御
訴
可
申
上
、
御
出
役
様
方
与
り 

 

當
村
江
可
申
通
旨
被 

仰
渡
之
趣
ヲ
以
、 

 

軍
蔵
外
弐
人
よ
り
達
し
有
之
候
ニ
付
、 

 

則
別
紙
写
之
通
使
中
迄
請
書 

 

差
出
し
、
昼
夜
無
油
断
心
附
罷
在
候 

 

儀
ニ
御
座
候 

    

前
書
申
上
候
通
少
茂
相
違
無
御
座
候
、
以
上 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

御
領
分 

 

天
保
五
午
年
七
月
十
九
日 

上
州
新
田
郡
境
村 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

名
主 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

源 

次 

郎 

  
貝
渕 

 
 

郡
方 

 
 

 
御
役
所 
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《
読
み
下
し
文
》 

  
 

恐
れ

な

が乍
ら

し

ま

つ

し

よ

始
末
書
を
以
て
申
し
上
げ

た
て
ま
つ

奉

り
候 

 

御
領
分
上
州

に

つ新
た

田
郡

さ
か
い

境

村
名
主
源
次
郎
、 

申
し
上
げ
奉
り
候
、
當
月
二
日
夜
、
當
村
地
内
に
手 

負
人
相

た

お倒
れ
罷
り

あ
在
り
、

そ
其
の
段
御
訴
え
申
し
上
げ
奉
り
候

と
こ
ろ

処

、 

始
末
御

た

ず尋
ね
に

ご
御

ざ
座

そ
う
ろ
う

候

 

こ
此
の
段
當
村
字
高
岡
前
と

と

な唱
え
候
山
地
、
前
々
よ
り 

酒
井
市
郎
右
衛
門
様
御

ち
知

ぎ
よ
う

行
し

よ所
同
郡
高
岡
村 

く

み与
が
し
ら

頭

藤
七

し

よ所
じ

持
の

じ
地

し

よ所
に
御
座
候
処
、
當
三
日
の 

朝
、

や

ま山
ぬ

し主
藤
七
儀
、
地
所
見

ま

わ廻
り
候
処
、
立
ち
木 

お
生
い

し

げ茂
り
候
内
に

て
手

お

い負
に

ん人
相
倒
れ

お
居
り
候

む

ね旨
、 

同
人
よ
り
當
村
役
人
ど
も
方
へ
知
ら
せ
参
り
驚
き
入
り
、 

取
り

あ
敢
え
ず
、
其
の
場
へ

ま

か罷
り
越
し
、
一
同
立
ち
会
い
、

と

く得
と 

め

ん面
た

い躰
見
届
け
、

き

ず疵
所
相
改
め
候
処
、

か

た肩
さ

き先
よ
り 

背
へ
掛
け
壱
尺
七
・
八
寸
程
、
腰
の

ま

わ廻
り
に
弐
・
三
寸 

程
の
疵
五
か
所
程

こ
之
れ
有
り
、

い

ず何
れ
も

ふ

か深
で

手
に
て 

し

さ

い

子
細
相
尋
ね
候
え
ど
も
、

さ

ら更
に

う
請
け
答
え
之
れ
無
く
、

き
ゆ
う

九
し

死 

い

つ一
し
よ
う

生

の
て

い躰
に
之
れ
有
り
、

み
身

も

と元
取
り
調
べ
候
処
、
前
書 

藤
七
、

か
兼
ね
て
見
知
り
候
も
の
に
て
、
山
本
大
膳
様 

御
代
官
所
同
州

さ
佐

い
位
郡
島
村
伊
三
郎 

の
よ

し由
申
す
に
付
、

さ

つ

そ

く

早
速

せ

ん

ぽ

う

先
方
へ
知
ら
せ

つ

か遣
わ
し
候

と
こ
ろ

處

、 

同
人

し

ん

る

い

親
類
松
之
助
・
次
郎
八
と
申
す
も
の
両
人 

ま

か罷
り
越
し
候

あ
い
だ

間

、
手
負
人

け

ん

ぶ

ん

見
分

い

た致
さ
せ
、
御

け

ん検 

し
使
願
い
奉
る
べ
き
旨
申
し

だ

ん談
じ
候
処
、
左
候
て
は

か

え却
っ
て 

め

い

わ

く

迷
惑
い
た
し
候
間
、
已
後

い

か何
よ

う様
の
儀

し
ゆ
つ
た
い

出

来 

い
た
し
候
と
も
、
當
村
へ

い
さ
さ
か

聊

か
も

な

ん

ぎ

難
儀

か
掛
け
申
す
間
敷
く
候
間
、 

た

つ達
て
引
き
渡
し

く

れ呉
候
様
申
す
に
付
、

ぜ

ひ

是
非
無
く
右 

し
次

だ

い第
い

つ一
さ

つ札
取
り
置
き
、
引
き
渡
し
遣
わ
し
候
儀
御
座
候
処
、 

そ
其
の
後

ふ

う

ぶ

ん

風
聞

う
け
た
ま
わ

承

り
候
え
ば
、
程
無
く
相

は
果
て
候 

お
も
む

趣

き
に
之
れ
有
り
、

し

か然
る
處
當
十
三
日
に

い

た至
り
、
関
東 

御
と

り取
し
ま
り

締

御
で

出
や

く役
様
方
よ
り
御

つ
か
い

使

の
よ

し由 

之
れ
申
し
、

き
木

ざ

き崎
宿
問
屋
軍
蔵

ほ

か外
弐
人 

罷
り
越
し
申
し
聞
き
候
は
、
右
伊
三
郎
殺
害
致
し
候 

も
の
ど
も
は
、
新
田
郡

く

に

さ

だ

国
定
村

む
無

し
ゆ
く

宿

忠
次
郎
・ 

同
郡

み
三
ツ

ぎ
木
村
無
宿
文
蔵
、

ほ

か外
に
同
類
八
人 

程
之
れ
有
り
、
右
の
も
の
ど
も
儀
、
万
一
當
村
へ 

立
ち
廻
り
候
義
も
之
れ
有
り
候
は
ば

か

ら搦
め

と
捕
り
、
御
出
役 

先
へ
御
訴
え
申
し
上
ぐ
べ
し
、
御
出
役
様
方
よ
り 

當
村
へ
申
し
通
す
べ
き

む

ね旨
仰
せ
渡
さ
れ
の
趣
き
を
以
て
、 

軍
蔵
外
弐
人
よ
り

た

つ達
し
之
れ
有
る
に
付
、 

す
な
わ

則

ち
別
紙
写
し
の
通
り

つ
か
い

使

中
迄

う

け

し

よ

請
書 

差
し
出
し
、
昼
夜

ゆ

だ

ん

油
断
無
く
心
附
け
罷
り
在
り
候 

儀
に
御
座
候 

 

前
書
申
し
上
げ
候
通
り
少
し
も
相
違
御
座
無
く
候
、
以
上 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

御
領
分 

 
天
保
五
午
年
七
月
十
九
日 

上
州

に

つ新
た

田
郡

さ
か
い

境

村 

 
（
一
八
三
四
） 

 
 

 
 

 
 

 

名
主 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

源 

次 

郎 

  

か

い貝
ぶ

ち渕 

 
 

郡
方 

 
 

 

御
役
所 



群馬県立文書館（インターネット講座第 6弾） 

《
用
語
・
人
物
・
地
名
等
》 

①
【
始
末
：
し
ま
つ
】
終
始
。
処
置
。
事
情
。 

②
【
境
村
：
さ
か
い
む
ら
】
新
田
郡
の
う
ち
。
初
め
幕
府
領
、
文
政
九
（
一
八
二
六
）

年
上
総
国

か
い貝
ぶ
ち渕

（
じ
よ
う

請
ざ
い西

）
藩
領
。
村
高
は
、
「
天
保
郷
帳
」
二
六
八
石
余
。
寛

永
二
〇
（
一
六
四
三
）
年
、
日
光
例
幣
使
街
道
が
村
の
半
分
に
通
じ
た
。
現
伊

勢
崎
市
境

あ
ず
ま

東

。 

③
【
字
高
岡
前
：
あ
ざ
た
か
お
か
ま
え
】
『
上
野
国
郡
村
誌
１５ 

新
田
郡
』
（
一
九

八
六
年
、
群
馬
県
文
化
事
業
振
興
会
刊
）
上
野
国
新
田
郡

よ
ね米
お
か岡

村
の
項
の
字
地

に
「
高
岡
前 

東
西
三
町
十
間
・
南
北
一
町
三
十
間
」
と
あ
る
。 

④
【
高
岡
村
：
た
か
お
か
む
ら
】
新
田
郡
の
う
ち
。
旗
本
酒
井
氏
領
。
村
高
は
、
「
寛

文
郷
帳
」
で
畑
方
七
石
。
「
元
禄
郷
帳
」
「
天
保
郷
帳
」
な
ど
も
同
高
。
幕
末

の
「
改
革
組
合
高
帳
」
に
よ
る
と
、
尾
島
村
寄
場
組
合
に
属
し
、
高
七
石
・
家

数
二
七
軒
。
明
治
三
（
一
八
七
〇
）
年
に
は
四
〇
軒
と
な
っ
た
が
、
村
内
に
耕

地
が
少
な
い
た
め
、
周
辺
の
村
へ
出
作
す
る
者
が
多
か
っ
た
。
同
九
年
、
新
田

郡
八
木
沼
村
と
同
郡
高
岡
村
が
合
併
し

よ
ね米
お
か岡

村
に
（
群
馬
県
）
。
同
二
二
年
、

米
岡
村
は

せ世
ら良
だ田

村
の
大
字
に
。
昭
和
三
二
（
一
九
五
七
）
年
、
大
字
米
岡
は

佐
波
郡
境
町
の
大
字
と
な
っ
た
。
現
伊
勢
崎
市
境
米
岡
。 

⑤
【
手
負
：
て
お
い
】
傷
つ
け
ら
れ
た
人
や
動
物
。
負
傷
者
。
ま
た
、
傷
を
負
わ
さ

れ
る
こ
と
。 

⑥
【
寸
：
す
ん
】
長
さ
の
単
位
の
一
つ
。
一
寸
は
約
三

．
〇
三
㎝
。 

⑦
【
深
手
：
ふ
か
で
】
深
い
傷
。
重
傷
。 

⑧
【
子
細
：
し
さ
い
】
細
か
い
こ
と
。
詳
し
い
こ
と
。 

⑨
九
死
：
き
ゅ
う
し
】
ほ
と
ん
ど
死
の
う
と
す
る
ほ
ど
の
危
う
い
場
合
。 

⇛

「
九
死
に
一
生
を
得
る
」
＝
九
分
通
り
助
か
ら
ぬ
命
を
辛
う
じ
て
助
か
る
。 

⑩
島
村
（
嶋
村
）
：
し
ま
む
ら
】
佐
位
郡
の
う
ち
。
慶
長
初
年
旗
本
二
氏
の
相
給
。

寛
文
元
（
一
六
六
一
）
年
幕
府
領
と
旗
本
酒
井
・
佐
々
木
氏
領
。
村
高
は
、
「
天

保
郷
帳
」
三
五
五
石
余
。
侠
客
の
島
村
伊
三
郎
は
、
小
字
立
作
の
出
身
。
現
伊

勢
崎
市
境
島
村
。 

⑪
【
見
分
（
検
分
）
：
け
ん
ぶ
ん
】
役
人
な
ど
が
立
ち
会
っ
て
検
査
す
る
こ
と
。
状

況
を
査
察
す
る
こ
と
。 

⑫
【
検
使
：
け
ん
し
】
事
実
を
調
査
・
検
視
す
る
た
め
に
派
遣
す
る
役
人
。
ま
た
、

そ
の
取
り
調
べ
。 

⑬
【
申
談
：
も
う
し
だ
ん
ず
】
相
手
と
話
し
合
う
。
談
判
す
る
。 

⑭
【
出
来
：
し
ゅ
っ
た
い
】
出
て
く
る
こ
と
。
事
が
起
こ
る
こ
と
。
発
生
す
る
こ
と
。

物
が
で
き
あ
が
る
こ
と
。 

⑮
【
難
儀
：
な
ん
ぎ
】
困
難
。
苦
し
み
。
苦
労
。
迷
惑
。
悩
み
。 

⑯
【
達
て
：
た
っ
て
】
し
い
て
（
強
い
て
）
。
無
理
に
。 

⑰
【
是
非
：
ぜ
ひ
】
善
い
こ
と
と
悪
い
こ
と
。
道
理
の
有
る
無
し
。
良
否
。 

⑱
【
風
聞
：
ふ
う
ぶ
ん
】

う
わ
さ

噂

。
風
説
。
風
評
。 

⑲
【
木
崎
宿
：
き
ざ
き
し
ゅ
く
】
＝
近
世
木
崎
村
＝
新
田
郡
の
う
ち
。
明
和
元

（
一
七
六
四
）
年
、
日
光
例
幣
使
街
道
の
宿
駅
と
し
て
公
認
。
初
め
幕
府
領
、

寛
永
七
（
一
六
三
〇
）
年
以
降
は
旗
本
水
野
氏
領
。
村
高
は
、
「
天
保
郷
帳
」

三
三
五
石
余
。
現
太
田
市
新
田
木
崎
町
。 

⑳
【
請
書
：
う
け
し
ょ
、
う
け
が
き
】
命
令
な
ど
に
対
す
る
承
諾
書
。
ま
た
、
金
品

な
ど
を
受
け
取
っ
た
旨
を
記
し
た
証
明
書
。 

㉑
【
油
断
無
く
：
ゆ
だ
ん
】
手
抜
か
り
。
注
意
を
怠
る
こ
と
。 

㉒
【
貝
渕
藩
：
か
い
ぶ
ち
は
ん
】
＝
請
西
藩
（
じ
ょ
う
ざ
い
は
ん
）
＝
江
戸
後

期
の
上
総
国
に
存
在
し
た
藩
。
文
政
八
（
一
八
二
五
）
年
四
月
、
藩
主
が

若
年
寄
に
昇
進
し
三
千
石
の
加
増
を
受
け
、
計
一
万
石
の
大
名
に
列
し

て
貝
淵
藩
が
成
立
し
た
。
天
保
五
（
一
八
三
四
）
年
十
二
月
に
は
三
千
石
、

天
保
十
年
三
月
に
は
江
戸
城
修
築
な
ど
の
功
を
賞
さ
れ
て
五
千
石
を
加

増
さ
れ
、
計
一
万
八
千
石
を
領
し
た
。
現
千
葉
県
木
更
津
市
請
西
付
近
）

の
陣
屋
を
藩
庁
と
し
た
。 
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《
内
容
解
説
》 

 
こ
の
文
書
は
、
天
保
五
（
一
八
三
四
）
年
七
月
十
九
日
、
上
州
新
田
郡
境
村
（
現

伊
勢
崎
市
境
東
）
の
名
主
・
源
次
郎
が
、
領
主
・
貝
渕
藩
の
郡
方
役
所
へ
提
出
し
た
、

島
村
伊
三
郎
殺
害
一
件
に
関
す
る
始
末
申
上
書
（
控
）
で
あ
る
。
伊
三
郎
が
放
置
さ

れ
た
の
は
、
同
郡
高
岡
村
（
高
七
石
）
で
あ
っ
た
が
、
同
村
が
小
村
の
た
め
か
、
北

西
に
隣
接
す
る
境
村
へ
知
ら
せ
が
来
た
。 

 

文
書
の
内
容
に
つ
い
て
、
以
下
時
系
列
で
Ａ
～
Ｆ
の
順
に
記
し
て
み
る
。 

Ａ
：
七
月
二
日
夜
、
境
村
地
内
に
負
傷
者
が
倒
れ
て
い
た
件
を
過
日
、
（
領
主
役
所

へ
）
御
知
ら
せ
し
た
と
こ
ろ
、
事
の
始
末
（
経
緯
）
を
お
尋
ね
で
あ
り
、
改
め
て
お

知
ら
せ
す
る
。 

Ｂ
：
境
村
字
高
岡
前
と
い
う
山
地
（
以
前
よ
り
酒
井
市
郎
右
衛
門
様
御
知
行
所
同
郡

高
岡
村
・
組
頭
・
藤
七
が
所
持
す
る
地
所
）
に
、
同
月
三
日
朝
、
山
主
の
藤
七
が
右

地
所
の
見
廻
り
を
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
立
ち
木
が
生
い
茂
っ
て
い
る
中
に
負
傷
者
が

倒
れ
て
い
る
（
の
を
見
付
け
た
）
、
と
同
人
か
ら
境
村
役
人
た
ち
へ
知
ら
せ
て
き
た
。

驚
き
入
り
、
取
り
敢
え
ず
、
そ
の
場
所
へ
駆
け
付
け
た
。 

Ｃ
：
一
同
が
立
ち
会
い
、
し
っ
か
り
と
顔
や
身
体
を
見
て
疵
を
確
認
し
た
。 

肩
先
か
ら
背
中
に
か
け
て
一
尺
七
寸
か
ら
八
寸
程
（
約
五
一

．五
㎝
～
五
四

．五
㎝
）
、

腰
の
周
り
に
弐
寸
か
ら
三
寸
程
（
約
六

．
一
㎝
～
約
約
九

．
一
㎝
）
の
疵
が
五
か
所

程
あ
っ
た
。
ど
れ
も
深
い
傷
で
あ
り
重
傷
で
あ
っ
た
。
詳
し
い
こ
と
を
本
人
に
尋
ね

た
が
受
け
答
え
は
な
く
、
九
死
一
生
の
体
で
あ
っ
た
。 

Ｄ
：
身
元
を
取
り
調
べ
た
と
こ
ろ
、
前
書
の
藤
七
が
、
以
前
か
ら
知
っ
て
い
る
佐
位

郡
島
村
（
現
伊
勢
崎
市
境
島
村
）
の
伊
三
郎
と
い
う
者
で
あ
る
、
と
言
う
の
で
、
早

速
同
村
へ
知
ら
せ
た
。 

Ｅ
：
伊
三
郎
の
親
類
松
之
助
・
次
郎
八
と
い
う
二
名
が
来
た
の
で
、
負
傷
者
を
見
さ

せ
、
調
査
・
検
視
す
る
た
め
の
役
人
派
遣
を
役
所
へ
御
願
い
す
る
べ
き
旨
を
話
し
合

っ
て
い
た
が
、
（
島
村
の
親
類
二
名
が
、
）
そ
の
よ
う
に
す
る
と
か
え
っ
て
迷
惑
に

な
る
の
で
、
今
後
ど
の
よ
う
な
事
が
起
こ
っ
て
も
境
村
へ
少
し
も
苦
労
・
迷
惑
を
か

け
な
い
の
で
、
無
理
に
で
も
（
伊
三
郎
の
身
柄
を
）
引
き
渡
し
て
く
れ
、
と
言
う
の

で
、
良
い
も
悪
い
も
無
く
、
こ
れ
ま
で
の
経
緯
を
証
文
に

し
た
た

認

め
、
（
伊
三
郎
の
身
柄

を
）
引
き
渡
し
た
。
そ
の
後
の
風
聞
で
は
、
間
も
な
く
（
伊
三
郎
は
）
死
亡
し
た
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。 

Ｆ
：
七
月
十
三
日
、
関
東
取
締
出
役
様
方
か
ら
の
使
者
・
木
崎
宿
問
屋
の
軍
蔵
ほ
か

二
名
が
当
村
へ
来
た
。
彼
ら
が
申
す
に
は
、
「
伊
三
郎
を
殺
害
し
た
者
ど
も
は
、
新

田
郡
国
定
村
無
宿
忠
次
郎
・
同
郡
三
ツ
木
村
無
宿
文
蔵
、
そ
の
他
同
類
の
八
人
ほ
ど

で
あ
る
。
こ
の
者
ど
も
が
、
万
一
当
境
村
へ
立
ち
廻
る
こ
と
が
あ
れ
ば
捕
縛
し
、
関

東
取
締
出
役
の
宿
泊
先
へ
届
け
出
よ
」
と
申
し
通
す
よ
う
言
わ
れ
て
き
た
と
い
う
こ

と
で
あ
っ
た
。
直
ぐ
に
別
紙
写
し
の
通
り
、
使
者
中
宛
て
請
書
を
差
し
出
し
、
昼
夜

油
断
無
く
心
附
け
て
い
る
。 

 

こ
の
中
で
、
Ｅ
の
伊
三
郎
の
親
類
・
島
村
の
二
名
が
、
現
場
へ
駆
け
付
け
た
際
の

記
述
に
注
目
し
た
い
。
境
村
役
人
た
ち
が
、
事
件
を
調
査
・
検
視
す
る
た
め
に
「
御

検
使
」
の
派
遣
を
願
い
出
よ
う
と
相
談
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
島
村
の
二
人
が
、
そ
れ

で
は
、
む
し
ろ
逆
に
「
迷
惑
」
致
す
の
で
、
以
後
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
起
こ
ろ
う
と

も
境
村
へ
苦
労
を
か
け
な
い
か
ら
手
負
人
の
伊
三
郎
を
引
き
渡
し
て
く
れ
、
と
強
い

て
申
す
の
で
引
き
渡
し
た
、
と
い
う
記
述
で
あ
る
。
こ
の
部
分
は
、
Ａ
の
境
村

役
人
が
領
主
・
貝
渕
藩
役
所
へ
送
っ
た
第
一
報
文
書
の
身
柄
引
き
渡
し
対
応
に
関
す

る
申
し
開
き
（
申
し
訳
）
の
意
味
合
い
が
読
み
取
れ
る
。 

 

こ
の
事
件
の
後
、
関
東
取
締
出
役
・
最
寄
り
寄
場
組
合
は
、
国
定
村
無
宿
忠
次
郎

・
三
ツ
木
村
無
宿
文
蔵
の
探
索
・
捕
縛
が
急
務
と
な
っ
た
。
忠
次
郎
ら
が
、
小
村
の

高
岡
村
に
伊
三
郎
を
放
置
し
た
の
は
、
意
図
的
に
捜
索
を
遅
ら
せ
、
手
間
取
ら
せ
る

ね
ら
い
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
な
お
、
今
回
掲
載
の
文
書
は
、
当
館
寄
託
「
福

島
英
一
家
文
書
」
（
Ｐ
〇
一
一
〇
・
№
一
四
一
七
）
で
あ
り
、
『
群
馬
県
史 

資
料

編
１４
』
（
一
九
八
六
年
十
月
発
行
）
に
も
資
料
番
号
四
七
九
「
天
保
五
年
七
月 

新

田
郡
境
村
伊
三
郎
殺
害
に
つ
き
国
定
村
忠
次
郎
ほ
か
手
配
請
書
」
と
採
録
さ
れ
て
い

る
。
た
だ
、
境
村
名
主
・
源
次
郎
が
別
紙
写
し
の
通
り
、
関
東
取
締
出
役
の
使
い
中

ま
で
請
書
を
差
し
出
し
た
の
で
あ
っ
て
、
文
書
全
体
は

は
し
ら

柱
が
き書

の
通
り
貝
渕
郡
方
御
役

所
宛
て
「
始
末
書
」
又
は
「
始
末
申
上
書
」
で
あ
る
。 
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